
日本セーリング連盟規程 

 

日本セーリング連盟規程 1 [ 規則 64 ] 

規則 64.3(b)にいう"機関"とは、各クラス協会計測担当部門および外洋艇に関しては、連盟の計
測を担当する委員会をいう。ただし、計測に関する担当部門がない、または責任者をおいていな
いクラス協会にあっては、連盟の計測を担当する委員会とする。 

日本セーリング連盟規程 2 [ 規則 68 ] 

セーリング競技規則に定める『規則』の違反行為により生じた損傷に関する艇の法的責任は、当
該インシデントに関与した艇のペナルティーの履行、あるいは審問におけるプロテスト委員会また
は最高審判委員会の決定とは別個のものである。 

日本セーリング連盟規程 2 3 [ 規則 69 ] 

1. プロテスト委員会競技者が、重大な規則違反を行った艇もしくはグッド・マナーまたはスポーツマ
ンシップに甚だしく違反した競技者に対しの重大な違反を犯したか、またはセーリング・スポーツ
の名誉を傷つけたとプロテスト委員会が判定し、規則 69.1(b)(2)のペナルティーを課した場合に
は、当該委員会はその判決後 14日以内に連盟にこの旨を報告しなければならない。 

2. 連盟は、規則69.2に基づき規則69.1(b)(2)のペナルティーに加え、更なる処置をしようとする場合
には、これを最高審判委員会に付議して、その裁定に基づき処置するものとする。この場合、最
高審判委員会は委員 3 名以上の出席を要し、全員の賛成を得なければペナルティーを課すこと
はできない。 

日本セーリング連盟規程 3 4 [ 規則 70 ] 

1. 規則 70.5 に基づき、プロテスト委員会の判決に関し、上告の権利を否認する旨規定する場合に
は、レース公示までに予め連盟の承認を得なければならない。『NJ/NU規程 13条(1)⑤参照』 

2. 規則 70による上告は、規則 F2.1に定められた期限内に上告料 20,000円を添えて連盟に提出し
なければならない。 

3. 国民体育大会および国民体育大会リハーサル大会のセーリング競技においては、プロテスト委
員会の判決をもって最終とする。 

日本セーリング連盟規程 4 5 [ 規則 76 ] 

日本の水域で開催される大会において規則 76.1 の規定を適用する場合には、主催団体または
レース委員会は、予め連盟の承認を得なければならない。 



 
日本セーリング連盟規程 5 [ 規則 78 ] 

1. 日本の艇が、日本の水域で行われるレースに参加しようとする場合には、連盟または連盟の特別
加盟団体であるクラス協会の発給する正規の登録証明書、計測書証明書またはレーティング証
明書を所持しなければならない。 

2. レースに参加する艇が正規の証明書を所持しない場合には、艇のオーナーまたはその代理人は
レースのスタート前に、規則 78.2に定める誓約書をレース委員会に提出しなければならない。 

日本セーリング連盟規程 6 [ 規則 80 ] 

1. 国内クラス広告のステータス適用を、原則としてカテゴリーC とする。ただし、カテゴリーA の制限
を希望するクラス協会は、原則として大会の 3 ヶ月前までに所定の申請書で連盟に届出を行い、
承認を受けなければならない。『ISAF規定 20.4.1(c)』 

1. 国内クラスの広告は、付則 G による識別のために確保されたスペースおよび ISAF 規定 20.5、
ISAF規定 20.9に基づくスペースを除き、艇体、スパーおよびセールに制限なしに表示してよい。
『ISAF規定 20.5.7』 

2. ハンディキャップ方式または計測方式で競技する艇に関して、広告のステータス適用をCとする。
『ISAF規定 20.5』 

3 2. クラブの大会または招待大会でにおいて、広告をカテゴリーAに制限しようとする主催団体は、大
会の 2 3 ヶ月前までに所定の申請書に記載し、連盟に届けを行い、承認を受けなければならな
い。『ISAF規定 20.4.3 20.6.3』 

4 3. ISAF 規定の定義にいう「国内クラス」とは、特別加盟団体として JSAF に加盟しているクラスをい
う。『ISAF規定 20.10(c) 20.1』 

5 4. 本規程は総務委員会が主管し、関係する細目を決め実務を司る。 

6 5. 本規程の施行に関し総務委員会は、届出および所定の納付金の支払いに関する期限について
猶予期間を設けることができる。 

７. 2010年 3月末までの間、本規程に基づく納付金の支払いは免除する。 

日本セーリング連盟規程 7 [ 規則 86 ] 

主催団体が、提案された規則を改善するためまたは試すために、規則を変更する場合には、規
則 86.1 の制限は適用しない。ただし、その場合には、主催団体はレース公示までに連盟の承認
を得なければならない。 

日本セーリング連盟規程 7 8 [ 規則 91 ] 

1. 規則 91(b)に従い国内において開催される国際競技のインターナショナル・ジュリーの選任につ
いては、当該競技の主催団体は、セーリング競技規則 N1.1 に基づき事前に連盟の承認を得な
ければならない。ただし、ISAF の大会および規則 89.2(b)に基づき ISAF がインターナショナル・
ジュリーを任命する大会を除く。 

2. 上記手続きを欠く場合には、当該競技のインターナショナル・ジュリーは正式に選任されたものと
は認められない。従って、抗議は上告の対象となることがある。 


